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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

特
定
非
営
利

活
動
法
人te

am
.Step

by
step

黒
石
市
大
字
豊
岡

字
豊
岡
四
六
の
一

児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

児
童
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
す
て

っ
ぷ

弘
前
市
大
字
城
東

三
丁
目
一
一
の
一

一

平
成

��

･

�･

��

特
定
非
営
利

活
動
法
人
あ

り
ん
こ

弘
前
市
大
字
青
山

三
丁
目
一
四
の
五

児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

児
童
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
や
よ

い
の
あ
か
り

弘
前
市
大
字
富
栄

字
笹
崎
八
〇
の
一

〃

実

施

期

日

実

施

場

所

検
査
対
象

区

域

平
成
二
十
四
年

午
前
十
一
時
か
ら

五
月
七
日

正
午
ま
で

中
央
公
民
館

大
鰐
町

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら

五
月
八
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

五
月
九
日

午
後
三
時
ま
で

平
川
市
碇
ヶ
関
総
合
支
所

平
川
市

午
前
十
一
時
か
ら

五
月
十
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら

五
月
十
一
日

正
午
ま
で

田
舎
館
村
民
体
育
館

田
舎
館
村

�
�
�
�
�
�

�
�
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午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
四
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

平
川
市
尾
上
地
域
福
祉
・
保
健

セ
ン
タ
ー

平
川
市

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
五
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら

五
月
十
六
日

正
午
ま
で

平
川
市
葛
川
支
所

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
七
日

正
午
ま
で

平
川
市
役
所
本
庁
舎
前

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
八
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

午
後
二
時
か
ら

五
月
二
十
一
日

午
後
三
時
ま
で

滝
山
地
区
生
活
福
祉
セ
ン
タ
ー

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
二
日

正
午
ま
で

脇
野
沢
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

午
前
九
時
三
十
か
ら

五
月
二
十
三
日

午
前
十
時
ま
で

宿
野
部
地
区
公
民
館

午
後
二
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

袰
川
地
区
公
民
館

午
後
三
時
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

戸
沢
地
区
公
民
館

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
四
日

正
午
ま
で

川
内
庁
舎
前

む
つ
市

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
八
日

午
後
二
時
ま
で

正
津
川
地
区
公
民
館

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

木
野
部
地
区
公
民
館

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
九
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

大
畑
庁
舎
車
庫

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
三
十
日

午
前
十
時
三
十
分
ま
で

大
畑
加
工
冷
蔵
協
同
組
合
事
務

所
前

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
一
時
三
十
分
ま
で

目
名
集
会
所

東
通
村

午
後
二
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

石
持
地
区
活
力
倍
増
セ
ン
タ
ー

午
前
九
時
三
十
か
ら

五
月
三
十
一
日

午
前
十
時
ま
で

入
口
集
会
所

午
前
十
一
時
か
ら

〃

午
前
十
一
時
三
十
ま
で

尻
労
漁
村
セ
ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
一
時
三
十
分
ま
で

岩
屋
漁
業
協
同
組
合

午
後
二
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

尻
屋
漁
業
協
同
組
合

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
一
日

午
前
十
時
ま
で

小
田
野
沢
漁
業
協
同
組
合

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

〃

午
前
十
一
時
ま
で

白
糠
漁
業
協
同
組
合
老
部
支
所

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら

〃

正
午
ま
で

白
糠
漁
業
協
同
組
合

午
前
十
一
時
か
ら

六
月
四
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組

合
大
深
内
支
店

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
五
日

正
午
ま
で

〃
切
田
経
済
セ
ン
タ
ー

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

〃
四
和
経
済
セ
ン
タ
ー
二
十
九

号
倉
庫
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午
前
九
時
三
十
か
ら

六
月
六
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

〃
藤
坂
支
店

十
和
田
市

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
七
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

〃
深
持
経
済
セ
ン
タ
ー

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
八
日

午
前
十
時
三
十
分
ま
で

沢
田
悠
学
館

午
前
十
一
時
か
ら

〃

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組

合
十
和
田
湖
支
店

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
十
一
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

毘
沙
門
・
長
富
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

五
所
川
原

市

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
飯
詰

午
前
十
時
か
ら

六
月
十
二
日

正
午
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
三
好

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
十
三
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
中
川

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
十
四
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
長
橋

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
七
和

午
前
十
一
時
か
ら

六
月
十
八
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
十
九
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組

合
三
本
木
事
業
所
四
号
倉
庫

十
和
田
市

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
十
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
十
一
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
十
五
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

旧
五
所
川
原
市
建
設
機
械
格
納

庫

五
所
川
原

市

午
前
十
時
か
ら

六
月
二
十
六
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
松
島

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
十
七
日

正
午
ま
で

五
所
川
原
市
役
所
一
般
駐
車
場

車
庫

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
十
八
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
十
九
日

正
午
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

七
月
二
十
三
日

正
午
ま
で

常
盤
除
雪
セ
ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

七
月
二
十
四
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で
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午
前
十
時
三
十
分
か
ら

七
月
二
十
五
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
藤

崎
支
店

藤
崎
町

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

七
月
二
十
六
日

正
午
ま
で

藤
崎
町
役
場

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

七
月
二
十
七
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

八
月
二
十
日

午
後
二
時
ま
で

佐
井
村
漁
業
協
同
組
合
牛
滝
支

所

佐
井
村

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

〃

福
浦
支

所

午
前
九
時
か
ら

八
月
二
十
一
日

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

〃

長
後
出

張
所

午
前
十
時
か
ら

〃

午
前
十
時
三
十
分
ま
で

〃

磯
谷
支

所

午
前
十
一
時
か
ら

〃

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

津
軽
海
峡
文
化
館

午
前
十
時
か
ら

八
月
二
十
二
日

午
前
十
一
時
ま
で

奥
戸
漁
業
協
同
組
合
水
産
物
保

管
倉
庫

大
間
町

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら

〃

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

大
間
町
立
公
民
館

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
三
日

午
前
十
時
三
十
分
ま
で

蛇
浦
漁
業
協
同
組
合
倉
庫

午
前
十
一
時
か
ら

〃

正
午
ま
で

易
国
間
漁
業
協
同
組
合
倉
庫

風
間
浦
村

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
七
日

午
前
十
一
時
ま
で

竜
飛
今
別
漁
業
協
同
組
合
奥
平

部
漁
港

今
別
町

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら

〃

正
午
ま
で

〃

東
部

支
所

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

〃

袰
月

漁
港

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
八
日

午
前
十
一
時
ま
で

〃

大
泊

漁
港

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら

〃

正
午
ま
で

浜
名
公
民
館

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

大
川
平
文
化
会
館

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
九
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

今
別
町
役
場
前

午
前
十
一
時
か
ら

八
月
三
十
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

�
田
村
役
場

�
田
村

午
前
十
一
時
か
ら

九
月
三
日

正
午
ま
で

竜
飛
今
別
漁
業
協
同
組
合
竜
飛

支
所

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

外
ヶ
浜
町
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

外
ヶ
浜
町
役
場
三
�
支
所
車
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

九
月
四
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

舟
岡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

外
ヶ
浜
町

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

弥
蔵
釜
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

外
ヶ
浜
町
役
場
平
舘
支
所
車
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

九
月
五
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

大
平
会
館
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午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

塩
越
会
館

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

九
月
六
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

外
ヶ
浜
町
役
場
車
庫

午
後
一
時
か
ら

九
月
十
日

午
後
二
時
ま
で

平
内
町
漁
業
協
同
組
合
清
水
川

支
所

平
内
町

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

内
童
子
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー

午
前
十
時
か
ら

九
月
十
一
日

午
前
十
時
三
十
分
ま
で

平
内
町
漁
業
協
同
組
合
本
所
車

庫

午
前
十
一
時
か
ら

〃

正
午
ま
で

〃

東
田
沢

支
所
荷
捌
所

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

〃

茂
浦
支

所

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

九
月
十
二
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

山
口
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

平
内
町
立
体
育
館

午
後
一
時
か
ら

九
月
二
十
四
日

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

三
戸
町
役
場
斗
川
支
所

三
戸
町

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
二
十
五
日

午
前
十
一
時
ま
で

〃

猿
辺
支
所

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

三
戸
町
民
体
育
館

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
二
十
六
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
二
十
七
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

中
央
公
民
館
車
庫

田
子
町

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
二
十
八
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

石
亀
地
区
研
修
セ
ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら

十
月
一
日

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

南
部
町
立
福
地
公
民
館
車
庫

南
部
町

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

十
月
二
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

南
部
町
立
中
央
公
民
館

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

十
月
三
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

南
部
町
立
剣
吉
公
民
館

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

十
月
四
日

正
午
ま
で

南
部
町
役
場
南
部
分
庁
舎
車
庫

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

十
月
五
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら

十
月
九
日

正
午
ま
で

五
戸
町
役
場
浅
田
支
所

五
戸
町

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

倉
石
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

十
月
十
日

午
前
十
時
三
十
分
ま
で

五
戸
町
役
場
川
内
支
所

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

五
戸
町
立
公
民
館

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

十
月
十
一
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

十
月
十
二
日

午
前
十
時
ま
で

西
越
地
区
公
民
館

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

〃

正
午
ま
で

新
郷
村
役
場
前
車
庫

新
郷
村



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
県
告
示
第
三
百
十
六
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

青
森
市
大
字
合
子
沢
字
山
崎
二
二
七
の
二
・
二
二
七
の
六
(
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
青
森
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
三
百
十
七
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
広
域

都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

弘
前
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

弘
前
広
域
都
市
計
画
公
園
事
業

(

五
・
五
・
一
号

鷹
揚
公
園)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
年
七
月
四
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

弘
前
市
大
字
下
白
銀
町
一
番
地

地
内

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

青
森
県
告
示
第
三
百
十
八
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ

た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

弘
前
市
吉
野
町
四
の
五

弘
前
食
品
衛
生
協
会

二

変
更
内
容

１

変
更
前
の
売
り
さ
ば
き
場
所

弘
前
市
吉
野
町
四
の
五

２

変
更
後
の
売
り
さ
ば
き
場
所

弘
前
市
大
字
西
城
北
一
丁
目
三
の
七
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午
前
十
時
か
ら

十
月
二
十
五
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

階
上
漁
業
協
同
組
合

階
上
町

午
後
二
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

農
村
婦
人
の
家

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

十
月
二
十
六
日

午
前
十
一
時
ま
で

ハ
ー
ト
フ
ル
プ
ラ
ザ
・
は
し
か

み


